
＜記入方法＞ 

１  申告者（納税義務者）の欄には、住宅の熱損失改修工事に伴う減額措置を受ける家屋

の納税義務者（所有者）の住所、氏名及び電話番号を記入し、押印して下さい。 

 

２ 「家屋の所在」欄から「改修工事完了後３ヶ月以内に申告できなかった理由」欄まで、

下記記入例を参考に記入して下さい。 

 

 

（注１）窓の断熱改修工事は必ず行うこと。  （注２）各断熱改修工事は、外気等と接する工事に限る。

 

 

住宅の熱損失防止改修に伴う（減額）申告書 

    令和    年    月    日     

南島原市長　　様 

                　申  告  者    住  所                                     

                （納税義務者）  氏  名                                  印 

                                                （電話         （      ）          ） 

地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO２排出量の削減を図るため、熱損失防止改修を行った家屋に対し、

地方税法附則第１５条の９第９項若しくは第１０項又は附則第１５条の９の２第４項若しくは第５項の適

します。 

家  屋   の   所  在 南島原市西有家町里坊９６番地２ 

家 屋 番 号 ９６番２ 種 類 （ 用 途 ） 専用住宅 

構 造 木造  ・  瓦葺  ・  二階建て 

床 面 積 １５８．８０㎡ 居 住 用 床 面 積 １５８．８０㎡ 

建  築  年  月  日 平成１９年９月２５日 登 記 年 月 日 平成１９年１１月１０日   

改 修 工 事 の 内 容 
☑窓の断熱性を高める改修工事 □床の断熱性を高める改修工事   

□壁の断熱性を高める改修工事 □天井の断熱性を高める改修工事 

改修工事完了年月日   令和  元年  ５月  １５日 

熱 損 失 防 止 改 修

工 事 に要した 費 用 
１，５００，０００円 

※  改修工事が完了した日から３ヶ月

以内に申告書を提出できなかった場合

は提出できなかった理由を記入してく
（例）必要添付書類の作成に時間を要した為。

 

未登記の場合は、記入は不要です

 

該当する項目□にチェックして下さい 改修工事完了日から３ヶ月以内に提出で

きなかった場合にのみ記入して下さい 

未登記の場合は、記入は不要です

 

用を受けたいので南島原市税条例附則第１０条の３第８項又は同条第１０項の規定により下記の通り申告

ださい
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